
公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和2年度肥育牛経営等緊急支援特別対策事業（肥育生産支援事業） 61,542,856 令和4年1月7日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業 110,000,000 令和4年1月31日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度堆肥舎等長寿命化推進事業（畜産環境対策の推進支援） 7,844,672 令和4年1月31日 - 公社 国認定

公益社団法人配合飼料供給安定機構 9011205001658 令和3年度配合飼料価格安定制度運営基盤強化事業 5,000,000,000 令和4年2月10日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度畜産特別支援資金融通事業（畜産特別資金融通事業） 300,610,000 令和4年2月10日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業 85,567,653 令和4年2月18日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度家畜防疫互助基金支援事業 32,611,711 令和4年2月18日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度肥育牛経営改善等緊急対策事業（肥育牛経営等緊急支援特別対策事業） 77,740,883 令和4年2月21日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度肉用牛経営安定対策補完事業(肉用牛生産基盤強化等対策事業) 3,495,314 令和4年2月28日 - 公社 国認定

公益社団法人日本食肉市場卸売協会 6010005004072 令和3年度食肉流通経営体質強化促進事業 26,538,000 令和4年3月10日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業 125,397,540 令和4年3月10日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度畜産特別支援資金融通事業（家畜疾病経営維持資金融通事業） 5,667,907 令和4年3月18日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度畜産特別支援資金融通事業（家畜飼料特別支援資金融通事業） 10,547,000 令和4年3月18日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和2年度家畜防疫互助基金支援事業 4,607,308 令和4年3月25日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業 125,519,198 令和4年3月25日 - 公社 国認定

公益社団法人配合飼料供給安定機構 9011205001658 令和3年度配合飼料価格安定制度運営基盤強化事業 10,000,000,000 令和4年3月25日 - 公社 国認定

公益社団法人中央畜産会 9010005013847 令和3年度野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業 38,934,706 令和4年3月25日 - 公社 国認定

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

公益法人の場合

交付又は支出先法人名称

公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく
独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開

名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も
しくは最低限の金額

（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

法人番号
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